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障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

改正
かいせい

案
あん

は憲法
けんぽう

違反
いはん

、障 害 者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

立法
りっぽう

である 

 

 私
わたし

たち全 国
ぜんこく

「精 神 病
せいしんびょう

」者
しゃ

集 団
しゅうだん

は 1974 年
ねん

に結 成
けっせい

された、全 国
ぜんこく

の「精 神 病
せいしんびょう

」

者
しゃ

団 体
だんたい

個人
こじん

の 連
れん

合 体
ごうたい

です。 私
わたし

どもの運 営 委 員
うんえいいいん

である 関 口
せきぐち

明 彦
あきひこ

も 障
しょう

がい

者
しゃ

制度
せいど

改 革
かいかく

推 進
すいしん

会議
かいぎ

構 成 員
こうせいいん

として 精 力 的
せいりょくてき

に会議
かいぎ

に参加
さんか

し第 一 次
だいいちじ

第二次
だいにじ

意見
いけん

の 作 成
さくせい

に精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の声
こえ

を反 映
はんえい

させて参
まい

りました。 

 しかしながら、 今 般
こんぱん

内 閣 府
ないかくふ

が 公
おおやけ

にした 障 害 者
しょうがいしゃ

基本
きほん

法 案
ほうあん

について、 全 国
ぜんこく

「 精 神 病
せいしんびょう

」者
しゃ

集 団
しゅうだん

としては決
けっ

して許
ゆる

されない批 判 点
ひはんてん

を以下
い か

指摘
してき

し、強
つよ

く抗議
こうぎ

と

見直
みなお

しの要 請
ようせい

をいたします 

 

記
き

 

 

１ 

一 章
いっしょう

総 則
そうそく

の（地域
ちいき

社 会
しゃかい

における共 生
きょうせい

等
とう

）第 三 条
だいさんじょう

の二
に
には、「全

すべ
て障 害 者

しょうがいしゃ
は、

可能
かのう

な 限
かぎ

り、どこで誰
だれ

と 生 活
せいかつ

するかについての 選 択
せんたく

の機会
きかい

が確保
かくほ

され、地域
ちいき

社 会
しゃかい

において他
ほか

の 人 々
ひとびと

と 共 生
きょうせい

することを妨
さまた

げられないこと。」とあるが、「可能
かのう

な限
かぎ

り」

とある 以 上
いじょう

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

の権利
けんり

、 人 身
じんしん

の自由
じゆう

、どこで 誰
だれ

と住
す
むかという日本

にほん
国
くに

憲 法
けんぽう

22 条
じょう

に示
しめ

された当
あ
たり前

まえ
の権利

けんり
が、障 害 者

しょうがいしゃ
には 保 障

ほしょう
されず、当 然

とうぜん
のもの

として制 約
せいやく

されることになる。こうした条 文
じょうぶん

を含
ふく

む障 害 者
しょうがいしゃ

基 本 法
きほんほう

改 正
かいせい

案
あん

は、

障 害 者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

立 法
りっぽう

といわざるを得
え
ない。 

「可能
かのう

な限
かぎ

り」については「他
た
のものと平 等

びょうどう
に」と置

お
き換

か
えられるか、憲 法

けんぽう
の 22 条

じょう

条 文
じょうぶん

のまま「公 共
こうきょう

の福祉
ふくし

に反
はん

しない限
かぎ

り」とされるべき。 
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第 二 十 三 条
だいにじゅうさんじょう

 においては、「 障 害 者
しょうがいしゃ

およびその家族
かぞく

その他
た

関 係 者
かんけいしゃ

に 対
たい

する

相 談
そうだん

業 務
ぎょうむ

」という 文 言
もんごん

があるが、これは第二次
だいにじ

意見
いけん

にある「障 害 者
しょうがいしゃ

・家族
かぞく

が相 談
そうだん

業 務
ぎょうむ

を担
にな

う機械
きかい

を増
ふ
やすために必 要

ひつよう
な措置

そ ち
を講

こう
ずること」を反 映

はんえい
させ、「障 害 者

しょうがいしゃ

および家族
かぞく

その他
た

関 係 者
かんけいしゃ

に対
たい

する 相 談
そうだん

業 務
ぎょうむ

については、 障 害 者
しょうがいしゃ

および家族
かぞく

に

よる相 談
そうだん

業 務
ぎょうむ

を 中 心
ちゅうしん

として」と訂 正
ていせい

されなければならない。 

 また 23 条
じょう

においては「 成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

その他
た
の障 害 者

しょうがいしゃ
の権利

けんり
利益
りえき

の保護
ほ ご

の他
ほか

の

障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

利益
りえき

の保護
ほ ご

等
とう

のための施策
せさく

又
また

は制等のための施策
せさく

又
また

は制度
せいど

が、

適 切
てきせつ

に行
おこな

われ又
また

は広
ひろ

く利度が、適 切
てきせつ

に行
おこな

われ又
また

は広
ひろ

く利用
りよう

されるように」とさ

れているが、そもそも 成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

は 障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

が 認
みと

めた 障 害 者
しょうがいしゃ

の

法 的
ほうてき

能 力
のうりょく

を否定
ひてい

するものであり、廃止
はいし

されなければならないものであり、「権利
けんり

利益
りえき

の保護
ほ ご

等
とう

のため」の制度
せいど

ではない。「自己
じ こ

決 定
けってい

支援
しえん

など権利
けんり

利益
りえき

の保護
ほ ご

等
とう

のための」

と 訂 正
ていせい

されなければならない。 

 

３  

27 条
じょう

（司法
しほう

手続
てつづ

きにおける 配 慮
はいりょ

等
とう

）において、 第
だい

3０ 回
かい

障
しょう

がい 者
しゃ

制度
せいど

改 革
かいかく

推 進
すいしん

会議
かいぎ

で示
しめ

されていた案
あん

にあった「刑
けい

、保護
ほ ご

処 分
しょぶん

その他
た

拘 禁
こうきん

の 処 分
しょぶん

の対 象
たいしょう

となつた場合
ばあい

において」が 削 除
さくじょ

されているが、刑事
けいじ

施設
しせつ

に 拘 禁
こうきん

された 障 害 者
しょうがいしゃ

の

放置
ほうち

虐 待
ぎゃくたい

による死亡
しぼう

はあまた明
あき

らかにされており、手続
てつづ

きのみならず、刑事
けいじ

施設
しせつ

にお

ける拘 禁 下
こうきんした

の 処 遇
しょぐう

についても明記
めいき

されなければならない。いやしくも 国 権
こっけん

を持
も
って

拘 禁
こうきん

した障 害 者
しょうがいしゃ

に 対
たい

して合 理 的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

を 行
おこな

わないなどの差別
さべつ

はあってはならず、

拘 禁 下
こうきんした

の 処 遇
しょぐう

の 文 言
もんごん

は必須
ひっす

である 
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